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化学物質管理専門家の活躍の場

①化学物質労働災害事業場への改善(安衛則第34条の2の10)

②管理水準良好事業場の特別規則適用除外のための管
理または評価
(特化則第2条の3、有機則第4条の2、鉛則第3条の2、粉じん則第3条の2)



③リスクアセスメントの実施に参画または助言
(リスクアセスメント指針)
→リスクアセスメントの実施に当たっては、必要に応じ、事業場内の化学物質管理
専門家や作業環境管理専門家のほか、リスクアセスメント対象物に係る危険性及び
有害性や、機械設備、化学設備、生産技術等についての専門的知識を有する者を参
画させること。
→上記のほか、より詳細なリスクアセスメント手法の導入又はリスク低減措置の実
施に当たっての、技術的な助言を得るため、事業場内に化学物質管理専門家や作業
環境管理専門家等がいない場合は、外部の専門家の活用を図ることが望ましいこと。

④有効な呼吸用保護具の選択にあたって、濃度基準値やば
く露限界値に関する情報がない場合の相談相手
(呼吸用保護具の選択、使用等の通達)
4(1)呼吸用保護具の種類の選択→有害物質の濃度基準値やばく露限界に関する情報
がない場合は、化学物質管理者、化学物質管理専門家をはじめ、労働衛生に関する
専門家に相談し、適切な指定防護係数を有する呼吸用保護具を選択すること。

化学物質管理専門家の活躍の場



第14次労働災害防止計画(2023年4月～2028年3月)

（８）化学物質等による健康障害防止対策の推進 
ア 化学物質による健康障害防止対策 
（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
 ・化学物質を製造し、取り扱い、又は譲渡・提供する事業者において、化
学物質管理 者の選任及び外部専門人材の活用を行うに当たり、次の２つの
事項を的確に実施する。 

①化学物質を製造する事業者は、製造時等のリスクアセスメント等の実施
及びその 結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施し、並びに譲渡提供
時のラベル表 示・ＳＤＳを交付する。ＳＤＳの交付に当たっては、必要な
保護具の種類も含め 「想定される用途及び当該用途における使用上の注
意」を記載する。 

②化学物質を取り扱う事業者は、入手したＳＤＳ等に基づくリスクアセス
メント等 の実施及びその結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施する。

重点事項ごとの具体的取組



（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・化学物質管理者講習（法定及び法定外のもの）のテキスト等の教材作成等
による化 学物質管理者等の育成支援を図る。
 ・リスクアセスメント及びその結果に基づく措置や、濃度基準値遵守のた
めの業種 別・作業別の化学物質ばく露防止対策マニュアルの作成支援を行
う。

 ・中小事業者向けに、業種別の特徴を捉えた化学物質管理に係る相談窓口
の設置、訪 問指導の実施、人材育成（講習会）の機会の提供等を行う。 
・各都道府県の化学物質管理専門家リスト等の作成により、事業者における
専門家へ のアクセスの円滑化を図るとともに、化学物質管理に係る協議会
を立ち上げる。 

・労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターにおけるＧＨＳ分
類・モデ ルＳＤＳ作成、クリエイト・シンプル（簡易リスクアセスメント
ツール）の改修及 び周知等の事業場における化学物質管理の支援を行う。



化学物質管理専門家(令和5年4月1日施行)
(告示:令4.9.7厚生労働省告示第274号、第275号)

    (通達:令4.9.7基発0907第1号、最終改正令5.7.14基発0714第8号)
【要件】
①労働衛生コンサルタント（試験の区分が労働衛生工学であるものに限
る。）に係る「５年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は
「５年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格
取得の前後を問わないこと。

・「化学物質の管理に係る業務」には、化学物質管理専門家、作業環境管理
専門家、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)、労働安全コンサルタント
(化学安全)、化学物質管理者、化学物質関係作業主任者、作業環境測定士、
第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、保護具着用管理責任者の業務が含
まれること。

・「粉じんの管理に係る業務」には、粉じん則で規定する粉じん作業に係る
管理に係る業務のほか、粉状の化学物質の管理に係る業務が含まれること。



化学物質管理専門家の要件

【要件】
②衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後8年以上安衛法第10条第
1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管
理の業務に従事した経験を有する者 ※総括安全衛生管理者の職務

③作業環境測定士の登録を受けた者(作業環境測定士)で、その後6年以上
作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省
労働基準局長が定める講習を修了した者



化学物質管理専門家の要件

【要件】①～③までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

④労働安全コンサルタント(化学)の登録を受けた者であって、その後5年以上の化学物質
に係る安衛法第81条第1項に定める業務に従事した経験を有する者

⑤一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が運用している「生涯研修制度」によ
るCIH労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されている者

⑥公益財団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジ二ストまたは国際
オキュペイショナルハイジ二スト協会の国別認証を受けている海外のオキュペイショナル
ハイジ二ストもしくはインダストリアルハイジ二ストの資格を有する者
⑦公益財団法人日本作業環境測定協会の作業測定インストラクターに認定されている者

⑧衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者に限る)に選任さ
れた者であって、5年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務または化学物質の管理
に係る業務を行った経験を有する者
⑨産業医科大学産業保健学部産業衛生学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度にお
いて資格を保持している者



化学物質管理専門家の登録

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会



一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会



化学物質管理専門家の登録

公益社団法人 日本作業環境測定協会







化学物質管理専門家の登録

公益社団法人 日本作業環境測定協会



作業環境管理専門家の登録

公益社団法人 日本作業環境測定協会



化学物質管理専門家の法令上の役割

①化学物質労働災害事業場への改善の指示(安衛則第34条の2の

10)
労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に

対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事
業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
２ 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び
技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（以下「化学物質管理専門家」という。）から、当該
事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に
関する助言を受けなければならない。
３ 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場におけ
る化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助
言について、速やかに、書面により通知しなければならない。
４ 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するた
めの計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しな
ければならない。
５ 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計
画の写しを添えて、改善計画報告書（様式第四号）により、所轄労働基準監督署長に報告しなければな
らない。
６ 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の
通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。



化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあ
ると認めるとき

①化学物質等の「重篤な労働災害」又は「休業4日以上の
複数の労働災害」が発生していること。

②第3管理区分が継続し、改善が見込まれないこと。

③個別規制物質に係る特殊健診の結果、同業種の平均より
も有所見率が相当程度高いこと。

④化学物質等に法令違反があり、改善が見込まれないこと。



改善計画書
①資格証明
②化学物質管理専門家の通知
③改善のための計画の写し

1か月以内に作成し
遅滞なく報告

速やかに

①安衛則





改善計画書に添付するもの

①資格証明書

②助言の通知の写し

③改善計画の写し



化学物質管理専門家の指導用マニュ
アル(令和6年3月、厚生労働省)



化学物質管理専門家の指導用マニュ
アル(令和6年3月、厚生労働省)



化学物質管理専門家の指導用マニュ
アル(令和6年3月、厚生労働省)



化学物質管理専門家の指導用マニュ
アル(令和6年3月、厚生労働省)



化学物質管理専門家の指導用マニュ
アル(令和6年3月、厚生労働省)



化学物質管理専門家の指導用マニュ
アル(令和6年3月、厚生労働省)



②管理水準良好事業場の特別規則の適用除外
(特化則第2条の3、有機則第4条の2、鉛則第3条の2、粉じん則第3条の2)

(公布:2022.5.31、施行:2023.4.1)

化学物質管理専門家の法令上の役割

特化則第2条の3

この省令（第二十二条(設備の改造等の作業(タンク等))、第二十二条の二(設備の改
造等の作業(タンク等を除く))、第三十八条の八（特別有機溶剤等に係る措置）、第
三十八条の十三第三項から第五項まで(三酸化アンチモン等に係る措置)、第三十八
条の十四(燻製作業に係る措置)、第三十八条の二十第二項から第四項まで及び第七
項、第六章並びに第七章の規定(RCF等に係る措置)を除く。）は、事業場が次の各号
（令第二十二条第一項第三号の業務に労働者が常時従事していない事業場について
は、第四号を除く。）に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局
長（以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。）が認定したときは、
第三十六条の二第一項に掲げる物（令別表第三第一号３、６又は７に掲げる物を除
く。）を製造し、又は取り扱う作業又は業務（前条の規定により、この省令が適用
されない業務を除く。）については、適用しない。
※次の①～⑥のいずれかに該当した場合は適用しない。



化学物質管理専門家の法令上の役割

特化則第2条の3(適用除外)

一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者とし
て厚生労働大臣が定めるもの（第五号において「化学物質管理専門家」とい
う。）であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場におけ
る次に掲げる事項を管理していること。

イ 特定化学物質に係る労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）
第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における特定
化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施
に関すること。

事業場が次の各号に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
（以下「所轄都道府県労働局長」という。）が認定したときは、適用しない。

②管理水準良好事業場の特別規則の適用除外



化学物質管理専門家の法令上の役割

特化則第2条の3

二 過去三年間に当該事業場において特定化学物質による労働者が死亡する労働災害又は休業
の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。

三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による
評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第三十九条第一項の健康診断の結果、
新たに特定化学物質による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に
掲げる事項について、化学物質管理専門家（当該事業場に属さない者に限る。）による評価を
受け、当該評価の結果、当該事業場において特定化学物質による労働者の健康障害を予防する
ため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法（以下「法」という。）及びこ
れに基づく命令に違反していないこと。

事業場が次の各号に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
（以下「所轄都道府県労働局長」という。）が認定したときは、適用しない。



２ 前項の認定を受けようとする事業場の事業者は、特定化学物質障害予防規則適用除外認定申
請書（様式第一号）により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該
当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
３ 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしな
いことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しな
ければならない。
４ 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 
５ 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
６ 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項
のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報
告しなければならない。 
７ 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、
その認定を取り消すことができる。
一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
三 特定化学物質に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられてい

ないと認めるとき。
８ 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事
業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理
区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第三十
六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。



②特別規則







専属の化学物質管理専門家の要件

①申請書備考4①に規定する書面より、申請事業場に専属の化学物
質管理専門家が、専門家告示第274号、第275号に規定する要件を
満たすこと。

②申請書備考4②に規定する書面(労働条件通知書、雇用保険適用証
明書、雇入通知書又は所属事業者等が発行した人事異動等)の写し
により、事業場に専属であることを確認すること。これらの書面が
ない場合で、専属であることについての申立書が提出されている場
合は、労働条件通知書等が添付できない理由が明記されていること。
また、申立書は、申請事業者により作成されたものまたは申請事業
者により記載事実に誤りがないことの証明を受けているものである
必要があること。



非専属の化学物質管理専門家の要件

①申請書備考5に規定する書面より、申請事業場に属さない化
学物質管理専門家が、専門家告示第274号、第275号に規定す
る要件を満たしていること。

②申請書備考6に規定する書面(労働条件通知書、雇用保険適
用証明書、雇入通知書又は所属事業者等が発行した人事異動
等)の写しにより、事業場に所属しないことを確認すること。
これらの書面がない場合で、申請事業場に所属しないことに
ついての申立書が提出されている場合は、申立書は、化学物
質管理専門家が所属する事業者(個人事業者の場合は、化学物
質管理専門家)により作成されたものまたは事業者により記載
事実に誤りがないことの証明を受けているものである必要が
あること。



専属の化学物質管理専門家のリスクアセスメント実施に係る管理

①申請事業場において作成している化学物質管理規程に相当するものが定められており、次
に掲げる事項が規定されていること。また、化学物質管理規程は、安全衛生委員会、安全委
員会または衛生委員会において審議された上で決定されている必要があること。
なお、労働者数50人未満の事業場においては、これらの委員会を設置する義務はないが、安
衛則第577条の2第10項に基づき労働者からの意見聴取を行う必要があること。

・化学物質による危険性または有害性の調査等に関する指針(平27公示第3号)および危険性
または有害性の調査等に関する指針(平18指針公示第2号)によるリスクアセスメントの実施
方法
・安衛則第34条の2の7第1項(リスクアセスメントの実施時期にリスクアセスメントを実施
する)事項を化学物質管理専門家に管理させること。
・安衛則第12条の5第3項(選任)、第4項(権限の付与)、第5項(掲示等の周知)に定めるところ
により、化学物質管理者を選任するとともに、同条第1項(表示・SDSの通知)・第2項(リス
クアセスメントの実施)に定める事項を管理させること。
・安衛則第12条の6第2項(選任)、第3項(権限の付与)、第4項(掲示等の周知)に定めるところ
により、保護具着用管理責任者を選任するとともに、同条第1項(3つの職務)に定める事項を
管理させること。



・安衛則第34条の2の7第1項およびリスクアセスメント指針等に規定する時期にリ
スクアセスメントを実施すること。

・安衛則第34条の2の8第1項(リスクアセスメント対象物の名称、業務の内容、リ
スクアセスメントの結果、結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため
に必要な措置の内容)に定めるところにより、リスクアセスメントの実施結果の記録
を作成し、これを3年間保存するとともに、同条2項(各周知方法)に定める方法によ
り関係労働者に周知すること。また記録の作成方法として、リスクアセスメント指
針等の別紙4「記録の記載例」と同等以上の項目を含む記録の様式が定められてい
ること。

・製造又は取り扱うすべてのリスクアセスメント対象物(申請する法令対象のものに
限る)のSDSを収集すること。

②過去3年間、リスクアセスメント指針等に基づくリスクアセスメントが適切に実
施されていることを書面および実地調査で確認すること。

専属の化学物質管理専門家のリスクアセスメント実施に係る管理



専属の化学物質管理専門家のリスクアセスメントの結果に基づく措置等

①申請事業場において作成している化学物質管理規程に相当するものにおいて、
次の掲げる事項が規定されていること。

ア・リスクアセスメント指針等に基づくリスクアセスメントの結果に基づくそ
の他事業場における化学物質または粉じんによる労働者の健康障害を予防する
ため必要な措置の実施方法に関すること。
イ・リスクアセスメントの結果に基づくその他事業場における化学物質または
粉じんによる労働者の健康障害を予防するため必要な措置の実施に関すること
を化学物質管理専門家に管理させること。
ウ・安衛則第577条の2第1項(最小限度)・第2項(濃度基準値以下)の措置その
他法第57条の3第2項(リスク低減措置の努力義務)の措置の内容およびその実
施に関すること。
エ・安衛則第577条の2第3項から第9項までに定める健康診断の実施等に関す
ること。
オ・安衛則第577条の2第10項に基づく労働者から意見聴取に関すること。
カ・安衛則第577条の2第11項の規定による記録の作成および保存ならびに周
知に関すること。



キ・安衛則第577条の2第1項の措置に関して衛生委員会での付議に関すること。

ク・安衛則第577条の3(リスクアセスメント対象物以外の最小限度)に規定する措置の実施に関すること。

ケ・安衛則第594条の2に規定する皮膚等障害化学物質等を使用する際の保護具の使用等に関すること。

コ・安衛則第596条および第597条に規定する保護具の数の確保および保持等に関すること。

サ・リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

シ・安衛則第97条の2各項に規定するところにより、がんに罹患した労働者について、都道府県労働局
長への必要な事項の報告に関すること。

ス・アからシに定める事項の管理を実施するにあたっての労働者に対する必要な教育に関すること。

セ・アからシに定める事項の管理の結果の記録を作成し、3年間保存すること。

② ①セの記録の確認および実地調査により、過去3年間について①に掲げる事項が適切に実施されて
いることを確認すること。

専属の化学物質管理専門家のリスクアセスメントの結果に基づく措置等



非専属の化学物質管理専門家による評価

①客観性を担保する観点から、認定を申請する事業場に属さない化学物質管理専門家から、安衛則
第34条の2の8第1項第3号・第4号に掲げるリスクアセスメントの結果やその結果に基づき事業者が
講ずる労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置の内容に対する評価を受けた結果、
事業場における化学部質による健康障害防止措置が適切に講じられているとする評価書(または意見
書)の提出がなされていること。
②評価書には、(3)リスクアセスメント実施に係る管理、(4)リスクアセスメントの結果に基づく措
置等、(5)過去3年間の労働災害発生状況、(6)過去3年間の作業環境測定結果、(7)過去3年間の健康
診断結果で定める事項の評価が記載され、全ての項目について適切であると評価されている必要が
あること。
③評価書の記載の確認に加え、実地調査を行い、(3)～(7)までの示す事項が適切に実施されている
か確認すること。

④リスクアセスメント指針等においては、事業場における化学物質等による危険性または有害性を
特定したうえでリスクを見積り、リスク低減措置を実施する趣旨であるから、事業場におけるリス
クアセスメントの結果に基づく必要な措置は、事業場内で作業する関係請負人にもひきえ(役に立つ
こと)するものである。
この趣旨から、(5)および(7)において、関係請負人において、規制対象物による労働災害が発生

し、または特殊健康診断の有所見者がいる場合、そのような状態であってもなお、申請事業場にお
いて、リスクアセスメントの結果に基づく措置が適切に行われている旨を事業場外の化学物質管理
専門家が評価している場合、その理由を慎重に確認し、事業場において、リスクアセスメント結果
に基づく必要な措置が適切に講じられていると認められられるか判断する必要があること。



８ 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に
当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が
全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係
る作業環境が第三十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

特化則第2条の3(適用除外)

特化則第2条の3第5項(更新)、第6項(該当しなくなった報告)、第7項(取消)の適用につい
ては、過去3年の期間、申請に係る物質に係る作業環境測定の結果に基つく評価が第一管
理区分に相当する水準を維持していることを何らかの手段で評価し、その評価結果につい
て、事業場に属さない化学物質管理専門家の評価を受ける必要があること。
なお、第一管理区分に相当する水準を維持していることを評価する方法には、個人ばく

露測定の結果による評価、作業環境測定の結果による評価または数理モデルによる評価が
含まれること。これらの方法については、「別途示す」ところに留意する必要があること。



「別途示す」とされた事業場に属さない化学物質管理専門家による評価の方法

①客観性を担保する観点から、認定を申請する事業場に属さない化学物質管理専門家から、安衛則第
34条の2の8第1項第3号・第4号に掲げるリスクアセスメントの結果やその結果に基づき事業者が講ず
る労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置の内容に対する評価を受けた結果、事業場
における化学部質による健康障害防止措置が適切に講じられているとする評価書(または意見書)の提
出がなされていること。
②評価書には、(3)リスクアセスメント実施に係る管理、(4)リスクアセスメントの結果に基づく措置
等、(5)過去3年間の労働災害発生状況、(6)過去3年間の作業環境測定結果、(7)過去3年間の健康診断
結果で定める事項の評価が記載され、全ての項目について適切であると評価されている必要があるこ
と。
③評価書の記載の確認に加え、実地調査を行い、(3)～(7)までの示す事項が適切に実施されているか
確認すること。

④リスクアセスメント指針等においては、事業場における化学物質等による危険性または有害性を特
定したうえでリスクを見積り、リスク低減措置を実施する趣旨であるから、事業場におけるリスクア
セスメントの結果に基づく必要な措置は、事業場内で作業する関係請負人にもひきえ(役に立つこと)
するものである。
この趣旨から、(5)および(7)において、関係請負人において、規制対象物による労働災害が発生し、

または特殊健康診断の有所見者がいる場合、そのような状態であってもなお、申請事業場において、
リスクアセスメントの結果に基づく措置が適切に行われている旨を事業場外の化学物質管理専門家が
評価している場合、その理由を慎重に確認し、事業場において、リスクアセスメント結果に基づく必
要な措置が適切に講じられていると認められられるか判断する必要があること。



【要件】
①化学物質管理専門家の要件に該当する者
②労働衛生コンサルタント（労働衛生工学であるものに合格した者に限る。）または労働安全コン
サルタント(化学であるものに合格した者に限る)であって、3年以上の化学物質または粉じんの管
理に従事した経験を有する者
③6年以上、衛生工学衛生管理者の業務に従事した経験を有する者
④衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)合格者に限る)に選任された者で、その
後3年以上労働災害団体法第11条第1項の業務または化学物質に関する業務を行った経験を有する者
⑤6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
⑥4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、公益財団法人日本
作業環境測定協会が実施する研修または講習のうち同協会が化学物質管理専門家の業務実施にあた
り、受講することが適当と定めたものをすべて修了した者
⑦オキュペイショナルハイジ二スト資格またはそれと同等の外国の資格を有する者

作業環境管理専門家(令和6年4月1日施行)
(通達:令4.5.31基発0531第9号、最終改正令5.10.17基発1017第2号)



作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に
対する措置の強化(特化則、有機則、鉛則、
粉じん則)                                           
(公布:2022.5.31、施行:2024.4.1)
(1) 作業環境測定の評価結果が第３管理区
分に区分された場合の義務
① 当該作業場所の作業環境の改善の可否と、改善できる
場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の
意見を聴かなければなりません。
② ①の結果、当該場所の作業環境の改善が可能な場合、
必要な改善措置を講じ、その効果を確認するための
濃度測定を行い、結果を評価しなければなりません

(2) (1)①で作業環境管理専門家が改善困難と判断
した場合と(1)②の測定評価の結果が第３管理区分に区分された場合の義務
① 個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸
用保護具を使用させること。
② ①の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
③ 保護具着用管理責任者を選任し、(2)と(3)の管理、特定化学物質作業主任者等の職務に対する指導
（いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。）等を担当させること。
④ (1)①の作業環境管理専門家の意見の概要と、(1)②の措置と評価の結果を労働者に周知すること。
⑤ 上記措置を講じたときは、遅滞なくこの措置の内容を所轄労働基準監督署に届け出ること。



(3) (2)の場所の評価結果が改善するまでの間の義務
① ６か月以内ごとに１回、定期に、個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定
を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
②１年以内ごとに１回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する
こと。

(4) その他
① 作業環境測定の結果、第３管理区分に区分され、上記(1)(2)の措置を講ずるまでの間
の応急的な呼吸用保護具についても、有効な呼吸用保護具を使用させること。
② (2)①と(3)①で実施した個人サンプリング測定等による測定結果、測定結果の評価結
果を保存すること（粉じんは７年間、クロム酸等は30年間）。
③ (2)②と(3)②で実施した呼吸用保護具の装着確認結果を３年間保存すること



特化則第36条の3の2

事業者は、前条第二項の規定(第三管理区分の措置の評価)による評価の結果、
第三管理区分に区分された場所（同条第一項に規定する措置を講じていないこと
又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理
区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置(呼吸用保護
具)を講じているものを除く。）については、遅滞なく、次に掲げる事項について、
事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者（当
該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」とい
う。）の意見を聴かなければならない。

一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法
の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理
区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とするこ

とが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容



２ 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号
の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とするこ
とが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項
を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じな
ければならない。

３ 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認する
ため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果
を評価しなければならない。

４ 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規
定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規
定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区
分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなけ
ればならない

特化則第36条の3の2



一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等
を用いて行う測定その他の方法による測定（「個人サンプリング測定等」）により、特定化学物質の
濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護
具を使用させること（当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者
に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要が
ある旨を周知させること。）。ただし、前項の規定による測定（当該測定を実施していない場合（第
一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすること
が困難と判断した場合に限る。）は、前条第二項の規定による測定）を個人サンプリング測定等によ
り実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）について、当該呼吸用保護具が適切に装着

されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存す
ること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任

し、次の事項を行わせること。
イ 前二号(適切な装着と記録)及び次項第一号(有効な保護具の選択)、第二号(フィットテスト)、

第三号(請負人への周知)掲げる措置に関する事項（呼吸用保護具に関する事項に限る。）を管理する
こと。

ロ 特定化学物質作業主任者の職務（呼吸用保護具に関する事項に限る。）について必要な指導
を行うこと。

ハ 第一号(有効な保護具)及び次項第二号(フィットテスト)の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔
に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び

前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号(掲示、書面、記録媒体・機器)に掲げるいずれか
の方法によつて労働者に周知させること



５ 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価さ
れるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測

定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を
使用させること。
二 前号の呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）を使用させるときは、一年以内ごと

に一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法に
より確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対

し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
６ 事業者は、第四項第一号の規定(個人サンプリング測定等)による測定（同号ただし書の測
定を含む。）又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、
これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時、 二 測定方法、 三 測定箇所、 四 測定条件、五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

７ 第三十六条第三項(30年間保存の物質)の規定は、前項の測定の記録について準用する。
８ 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の
規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時、 二 評価箇所、 三 評価結果、 四 評価を実施した者の氏名

９ 第三十六条の二第三項の規定(30年間保存の物質)は、前項の評価の記録について準用する。

特化則第36条の3の2



厚生労働大臣が定めるところによる個人サンプリング測定等
(「第三管理区分告示」(令和4.11.30厚生労働省告示第341号、通達基発1130
第1号、最終改正令和5.4.17厚生労働省告示第174号、通達基発0417第4号))

ア 本項において規定される測定は、呼吸用保護具の選定のための要求防護係数を算出
するための測定であるところ、測定基準第10条第５項各号に定める測定の方法（以下
「個人サンプリング法」という。）が、労働者個人のばく露する濃度を適切に測定す
ることができる方法であることを踏まえ、個人サンプリング法を実施することができ
ない物質を除き、個人サンプリング法による測定を義務付ける趣旨であること。同様
の趣旨により、個人サンプリング法を実施できる物質については、第２項で規定する
測定（以下「個人ばく露測定」という。）を認める趣旨であること。 

イ 本項で定める測定は、測定基準に定める測定方法であることから、有機則第28条
第２項、鉛則第52条第１項、特化則第36条第１項、粉じん則第26条第１項に基づく
作業環境測定と兼ねることができること。一方、個人ばく露測定は、測定基準で規定
する測定方法ではないため、屋内作業場等に対して行う作業環境測定と兼ねることは
できず、別途、測定基準に定める方法で作業環境測定を実施する必要があること。 

（１）第１項関係



（２）第２項関係
ア 本項第１号の「労働者の呼吸する空気中の有機溶剤等の濃度を測定するため
に最も適切な部位」とは、労働者の呼吸域（当該労働者が使用する呼吸用保護具
の外側であって、両耳を結んだ直線の中央を中心とした、半径30センチメート
ルの、顔の前方に広がった半球の内側をいう。以下同じ。）をいうものであるこ
と。ただし、呼吸用保護具を使用することにより労働者の呼吸域に試料採取機器
の吸気口を装着できない場合等は、労働者の呼吸域にできるだけ近い位置とする
こと。 

イ 本項第２号の「労働者にばく露される有機溶剤等の量がほぼ均一であると見込
まれる作業」（以下「均等ばく露作業」という。）には、作業方法が同一であり、
作業場所等の違いが有機溶剤等の濃度に大きな影響を与えないことが見込まれる作
業が含まれること。 

ウ 本項第２号の「適切な数（２以上に限る。）の労働者」とは、原則として均等
ばく露作業に従事する全ての労働者であるが、作業内容等の調査結果を踏まえ、
均等ばく露作業におけるばく露状況の代表性を確保できる方法により抽出した２
人以上の労働者を含める趣旨であること。 

「第三管理区分告示」(令和4.11.30厚生労働省告示第341号、通達基発1130第1号)



エ 本項第３号の「第１号の作業に従事する全時間」には、本項第１号の作業の準備
作業、当該作業の間に行われる作業、当該作業後の片付け等の関連作業の時間が一
連の作業時間として含まれること。ただし、本項第１号の作業と関連しない作業の
時間は含まれないこと。なお、有機溶剤等の濃度の測定を断続的に行ったために複
数の測定値がある場合は、測定時間に対する時間加重平均により、本項第１号の作
業に従事した全時間の有機溶剤等の濃度を評価すること。 

オ 本告示第10条第２項第４号イの「分粒装置」（試料空気中の粉じんの分粒のた
め、試料採取機器に接続する装置をいう。）は、レスピラブル（吸入性）粉じん
（分粒特性が４マイクロメートル50％カットである粉じん）を適切に分粒できるこ
とが製造者又は輸入者により明らかにされているものであること。 

（３）第３項関係
ア 本項に規定する測定は、測定精度の確保の観点から、測定の定量下限値が管理濃
度の10分の１以下となるものである必要があること。
 
イ 測定の精度を担保するため、測定方法の決定並びに試料採取方法及び試料採取機
器の選定については、第一種作業環境測定士等十分な知識及び経験を有する者によ
り実施されるべきであること。 

「第三管理区分告示」(令和4.11.30厚生労働省告示第341号、通達基発1130第1号)



１ 測定基準関係
（１）粉じん濃度測定関係（第２条関係） 
ア 測定基準第２条第４項中の「粉じん（遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。）」の趣旨は、
遊離けい酸含有率が極めて高いために管理濃度が極めて低くなり、各作業環境測定機関等で保有する天
秤等の測定精度等によっては、管理濃度の10分の１の濃度を測定できない場合が想定されるためである
こと。このため、「遊離けい酸の含有率が極めて高いもの」については、各作業環境測定機関等におい
て、当該機関等で使用する天秤等の測定精度等を踏まえて、判断する必要があること。 
イ 測定基準第２条第１項第４号ロに定める相対濃度指示方法については、個人サンプリング法において
も適用されるが、その測定時間については、同条第４項で読み替えて準用される測定基準第10条第５項
第３号に定めるところによること。 

通達:最終改正令和5.4.17、厚生労働省告示第174号

（２）特定化学物質濃度測定関係（第10条関係）
本改正で個人サンプリング法の対象として追加された15物質のうち、３物質（オーラミン、パラ―ジ
メチルアミノアゾベンゼン、マゼンタ）は管理濃度が定められていないため、労働安全衛生法（昭和
47年法律第57号）第65条の２に基づく作業環境測定の結果の評価等を行う必要はないものの、発がん
性等の観点から特別管理物質として指定されているものであることから、特定化学物質障害予防規則
（昭和47年労働省令第39号）に基づく特別の管理が必要であること。 

２ 第三管理区分告示関係 
第三管理区分告示の改正は、測定基準の改正により追加された個人サンプリング法の対象物質等のうち、
管理濃度が定められている特定化学物質（12物質）等を第三管理区分告示における個人サンプリング
法の対象物質等に追加する趣旨であること。なお、管理濃度が定められていない３物質（オーラミン、
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン、マゼンタ）については、１（２）のとおり測定結果の評価を行う
必要がないことから、第三管理区分告示の対象物質とならないため、除外している趣旨であること。 
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本日の講習が皆様の業務の一助になれ
ば幸いです。

お疲れ様でした！
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